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１ 概要 

１ 検診の目的 

Ｂ型およびＣ型肝炎の早期発見の推進により市民の健康保持に資すること。 

 

２ 実施主体 

所沢市が所沢市医師会に委託し、所沢市医師会の会員において事業を行う。 

 

３ 周知 

市内全戸配布の冊子「健康ガイドところざわ」、所沢市がん検診等のご案内、 

所沢市ホームページ等に掲載。 

 

４ 申し込み 

受診者が保健センター健康管理課へ事前に申し込み、案内が手元に届いてから医療機

関に予約する。 

 

５ 実施期間 

令和８年６月１日（月）～令和９年２月２８日（日） 

 

６ 一部負担金 

７００円 

 

  ＜一部負担金免除になる方＞ 

 次に該当する方は、証明書の提示で一部負担金が免除になります。 

    （１）生活保護法による被保護世帯に属する方 

     必要証明書：生活保護受給証明書（令和８年度中に発行されたもの） 

    ※生活保護医療券では免除の対象となりませんので、受診者には上記書類を取得し 

てもらうようご案内ください。 

 

（２）市民税非課税世帯（世帯員全員が非課税）に属する方 

     必要証明書：令和８年度（令和７年中所得）の市県民税所得課税証明書 

（保健センター検診用の朱印があるもの） 

     ※保健センター検診用の朱印がない場合は、負担金免除の対象とならないこと 

があるため、保健センターに確認すること。 

     ※コンビニ 交付の場合は保健センター検診用の朱印がないため、必ず保健セン 

ターに確認すること。 

 

⇒令和８年１月２日以降に市外から転入してきた方 
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必要証明書：転入前の市区町村の令和８年度（令和７年度所得）の市県民税 

所得課税証明書 

※転入前の市区町村で取得した証明書には、保健センター検診用の朱印は不

要です。証明書を持ってきた方は、負担金免除の対象として取り扱ってく

ださい。 

 

   注意！ 

受け取った証明書は、コピーして原本は本人に返却すること。 

 

 

２ 検診について 

１. 対象者 

所沢市に住民登録があり、令和９年３月３１日時点での年齢が４０歳以上の方。 

（生年月日が昭和６２年３月３１日以前の方） 

 

検診対象の除外条件 

職場での健康診断等において肝炎ウイルス検査を受ける機会のある方及び過去に 

検診を受けたことがある方。 

 

２. 検診の流れ 

１）申し込み 

   受診者が４ 申し込み(P.2)の方法で保健センター健康管理課に申し込む。 

 ２）検診票の送付 

保健センター健康管理課が受診者に、下記①～③を送付する。 

① 肝炎ウイルス検診のご案内 

② 肝炎ウイルス検診票(P.7) 

③ 肝炎ウイルス検診協力医療機関一覧 

３）受診予約   

        受診者が希望の医療機関に予約をする。 

 ４）検診の受付 

予約した医療機関に「肝炎ウイルス検診票」を提出する。 

 ５）検診の実施 

（１）問診 

肝炎ウイルス検診の受診歴有無、肝臓病歴、輸血歴、肝炎の家族歴、入れ墨

（刺青）、ピアス、鍼治療歴などを検診票をもとに聴取・確認する。 
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（２）採血 

HBs 抗原・HCV 抗体の検査用試験管。HCV 抗体検査陽性の場合、HCV 核酸増幅 

検査を行なうための試験管が必要です。 

（３）結果判定 

・検診票の判定結果欄の B型に、結果を記入する。 

・検診票の判定理由欄の C 型に、判定基準をもとに判定①～④のいずれかにチ

ェックを記入。 

・検診票に実施医療機関名、医師名を記入する。 

 

 ６）結果説明 

検診票に必要事項を記入する。受診者に肝炎ウイルス検診票の（③結果通知

用）を渡し、原則として対面で判定結果及び検査指示を伝える。 

※受診者が郵送での結果通知を希望する場合は、郵送でも可。 

※判定結果が「陽性」だった場合の対応は、下記参照。 

 

 判定結果が陽性となった場合 

・結果は、検査を実施した医療機関が最後まで責任を持って受診者に伝えること。 

   ・結果は、受診者に速やかに伝えること。ただし結果通知のために繰り返し呼び掛け

ても、受診者が応じない場合は、その記録を控えておくこと（検診後２週間以内に

２回以上）。 

・結果通知にあたっては、精密検査を受ける必要がある旨と、精密検査は保険診療と

なる旨を説明すること。 

・精密検査にあたっては、問診項目の結果も踏まえ、検査担当医とよく相談の上受診

するよう伝えること。 

（１）精密検査を一次検診実施医療機関で実施した場合 

必要事項を「肝炎ウイルス検診精密検査依頼書兼結果連絡票(P.9)」に記入し、返信用

封筒を使用し、保健センター健康管理課に郵送で提出する。 

（２）精密検査を他の医療機関に紹介する場合 

・ 「肝炎ウイルス検診精密検査依頼書兼結果連絡票(P.9)」の太枠以外の空欄（氏名・

生年月日・検診受診日）に記入。 ※受診者コードは空欄で構いません。 

・ 「肝炎ウイルス検診陽性者紹介状」を記入し、コピーを取る。「紹介状」は受診者に

渡し、コピーは問診票、請求書（診療情報提供料に計上）とともに市に提出する。 
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「精密検査の参考資料用」封筒に下記３点を封入 

・肝炎ウイルス検診精密検査依頼書兼結果連絡票(P.9) 

・肝炎ウイルス検診陽性者紹介状(P.10) 

・返信用封筒（精密検査依頼書兼結果連絡票 返信用封筒） 

※必要に応じて、「精密検査実施医療機関一覧」を受診者へお渡しください。 

他の医療機関に紹介する際の必要書類 
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 ３．検診票と請求書の提出 

提出書類：請求書（P.7）、検診票の「①市提出用」、生活保護受給証明書または市県

民税所得課税証明書のコピー 

提 出 先：保健センター健康管理課 検診担当 

提出期限：下記参照 

実施月 提出締切日 

６月分 検診票及び請求書 7/10（金）必着 

７月分 検診票及び請求書 8/10（月）必着 

８月分 検診票及び請求書 9/10（木）必着 

９月分 検診票及び請求書 10/9（金）必着 

１０月分 検診票及び請求書 11/10（火）必着 

１１月分 検診票及び請求書 12/10（木）必着 

１２月分 検診票及び請求書 1/8（金）必着 

１月分 検診票及び請求書 2/10（水）必着 

２月分 検診票及び請求書 3/10（水）必着 

 

※ご注意ください※ 

①ご提出はご来庁または、ご郵送でも受け付けております。なお、提出期限は医療機関様の

お手元を離れる日ではなく、当センターに到着する日付ですのでご注意ください。 

②締め切り間近での普通郵便による提出は現在所沢市内でも翌日には到着しませんのでご

注意ください。個人情報保護及び紛失等の事故を防ぐためにも、ご郵送の場合はレターパ

ック等をお勧めいたします。 
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４．肝炎ウイルス検診様式サンプル 

１）肝炎ウイルス検診票 

 

記入をお願いします。 

「はい」にチェックが入った方は、受
診対象外となります。 
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２）肝炎ウイルス検診請求書 

  

「肝炎ウイルス検診陽性者紹介状」 
を作成したらこの欄に記入 
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  ３）精密検査依頼書 
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４）肝炎ウイルス検診陽性者紹介状 

 


